
○主食用米の作付面積が増加（＝転換作物の作付面積が減少）した場合でも、当年産の産地交付金の配分額は

基本的に変わらないことから、転換作物の単位面積あたりの交付額は増加

○ 主食用米の価格上昇の中でも、加工用米等の契約の維持・拡大を図るため、各都道府県が産地交付金や都道府県

連携型助成を活用し、需要に応じた生産を進められるよう、活用方法等について周知。

令和７年産に向けた産地交付金等の活用について

令和６年産

①加工用米 0.6万円/10a

②新市場開拓用米 0.6万円/10a

③高収益作物（拡大分） 2.5万円/10a

④WCS用稲 0.5万円/10a

令和７年産

①加工用米 1.0万円/10a

②新市場開拓用米 1.0万円/10a

③米粉用米 1.0万円/10a

④WCS用稲 0.5万円/10a

メリハリをつけた支援単価の設定

作付転換取組者への支援額の拡充

○非主食用米の取組を維持・拡大に向け、県設定単価を見直しする事例も存在

産地交付金

交付額
約1.6億円

0.8万円/10a

主食用米 3,500ha 転換作物 2,000ha 主食用米 3,700ha 転換作物 1,800ha

産地交付金

交付額
約1.6億円

0.9万円/10a

単位面積あたりの

交付額は増加A協議会の例

N県協議会の例
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